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①通勤手当情報から駐車場代を登録している場合

12月支給分以降　課税積み上げ手順

支給計算実行後、「支給帳票出力」より
通勤交通費請求書を出力し、駐車場支給
額を確認してください。

※支給計算実行後

庶務担当者用 → 支給情報管理

→ 支給金額調整情報登録 を選択
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「19:通勤手当（課）」欄はプラスで計上し、
「20:通勤手当（非）」欄はマイナスで計上してください。
※調整額を入力後、支給計算実行をすると調整額で入力した
データが消えてしまいますのでご注意ください。
（再度入力し直す必要があります。）

「次へ」を押下すると、確認画面が出てきますので内容を
確認し、問題なければ「登録」を押下してください。
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②「勤務実績情報登録」画面の実費通勤手当情報欄から登録している場合

「駐車場料金（パート）計算シート」により計算した金
額を入力してください。
その際「内課税額（円）」に入力するのを忘れないよう、

ご注意願います。シート」により計算した金額
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